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災害に備えた待機時における作業員等の安全確保について 
 
 
 
 かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚く

お礼申し上げます。 
 さて、地域建設企業は、災害発生時の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関す

る工事を最前線で担う「地域の守り手」として、住民の安全・安心の確保に大変重

要な役割を果たしているところであります。 
 一方、各種団体等との災害協定等に基づく出動要請に備えて待機する場合には、

当該待機拠点について、あらかじめハザードマップで災害の危険性を確認し、作業

員等へ周知することや、万が一、災害の危険が差し迫った際には、避難情報等に注

意し、作業員等の安全確保を最優先に行動することが極めて重要となることから、

今般、全国建産連を通じ国土交通省より、安全確保の徹底について周知依頼がまい

りましたのでお知らせ申し上げます。 


